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令和８年度「横須賀市公共施設への再生可能エネルギー等導入事業」 仕様書 

 

 

１ 事業概要 

公共施設への太陽光発電設備及び蓄電池設備等（以下「設備」という）の導入、運転管理及び維持

管理等を行い、公共施設における平時の温室効果ガス排出量を削減すると同時に、停電を伴う非常時

の地域防災拠点等でのエネルギーを確保する。 

 

２ 事業内容 

（１）受託候補者選定後、事業者は対象施設に対し設備容量検討及び現地調査を行う。 

現地調査については、事業者が施設管理者と日程調整を行い、その調査結果を市に報告するものと

する。 

（２）事業者は、企画提案の内容をもとに設計した設備を導入し、設備の運転管理、維持管理を自らの

責任で行う。また、事業者は当該設備で発電した電力を、当該設備を設置した公共施設に供給す

る。なお、施設への立ち入りや作業においては、都度、事前に市及び施設管理者と調整を行い、承

諾を得ること。また、学校施設では、大きな音が出る工事は原則として平日放課後や土日に行うな

ど、施設の状況に応じ配慮すること。 

（３）事業者は適切な計測・検証手法を導入し、月単位の発電電力量を編集可能な電子データで翌月10

日までに報告すること。 

 また、公共施設の温室効果ガス排出削減量を算定出来るよう、各施設における電気の自家消費量

についても同様に月単位で翌月10日までに報告すること。 

（４）事業者は施設の管理者が発電・蓄電の状況を確認できるようにするため、また、施設の利用者が

再生可能エネルギーの価値や地球温暖化対策の重要性について学習できるようにするため、設備設

置施設において、エントランス等にモニターを設置し、発電量を及び蓄電池への充電量をリアルタ

イムで確認できるようにすること。 

   また、災害等で停電となった際にも自立運転の状況把握が必要となるため、停電時であっても発

電量等を確認できるようにすること。なお、前述のモニターに限らない。 

（５）事業終了後、導入された設備については、市に無償で譲渡すること。 

事業実施中に公共施設（防水層等）を破損した場合には、事業者の負担で修復を行うこと。 

（６）事業者は対象施設管理者等への説明（非常時の設備操作説明、マニュアル作成等）を行うこと。

内容等については市と協議の上、決定する。 

（７）事業者は、施工に必要な官公庁その他の手続を速やかに行うとともに、国庫補助事業を活用する

場合などにおける申請業務等の一連の手続を行うこと。 

（８）施設に設置した太陽光発電設備で発電した電気は当該施設において最大限自家消費すること。た

だし、最大限自家消費した上で余剰電力が発生する場合には、売電を行うこともできるが、その売

電収入は、市が得られるものとする。 

なお、国の補助事業を活用する場合は、あらかじめ補助事業執行団体に提案内容の具体的な手法等

が補助の要件に抵触しないことを確認の上、提案すること。  
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３ 対象施設 

本事業の対象施設は、別紙２-１「令和８年度再生可能エネルギー等導入施設一覧」のとおり 

 

４ 事業期間 

・原則として、令和８年12月25日までに設備設置を完了すること。 

ただし、市の都合によりこの期日までに導入ができない場合、この限りではない。 

・事業期間はリース期間と同期間とし、リース開始日から15～20年間（提案による）とする。 

・また、事業の実施にあたっては、国庫補助の活用を想定している。 

国庫補助を活用する場合、当該補助事業の規定に従った運転開始時期とすること。 

 

５ 事業費用 

リース料金については、原則、太陽光発電設備等で発電された電気を自家消費することによる電気

料金の削減見込み額、及び余剰電力の売電を行う場合は、その収益見込み額を合算した金額の範囲内

とすること。 

 

６ 条件等 

（１）設備容量等の検討 

設備容量については、次に掲げる項目及び調査結果、電力シミュレーションや効率的な設備稼働

等の理由から適宜精査し、対象施設の電気使用量に応じた最適な容量とすること。 

① 太陽光発電設備の容量等 

・当該施設における平常時の使用電力について、単独または蓄電池を併用することで、発電した

電力を最大限自家消費することができること。 

・太陽光発電設備が設置可能な場所は施設屋上とする。また、既存設備の点検や修繕等に必要と

なるスペースを考慮し、離隔を取ること。 

② 蓄電池の容量等 

・対象施設に設置する蓄電池は事業用とし、災害時に自立運転で活用することができるものとす

る。 

・施設ごとの発電容量を踏まえた上で、災害時に必要と想定される容量を十分に検討すること。

なお、災害時は、体育館などの避難スペースとなる場所において、電力を活用することとし、

照明やコンセントなど、必要最低限なものの継続的な使用を想定している。 

  ③ その他 

・太陽光発電設備により発電した電力は、蓄電池の機能を活用してピークカット及び余剰電力の

夜間使用など、最大限自家消費出来るものとすること。 

・当該設備導入を行ったことで、通常の施設利用に制限または影響を及ぼすことがないようにす

ること。 

・設備設置にあたっては、津波、高潮、洪水・内水の浸水想定及び土砂災害の想定（各種ハザー

ド）を踏まえ、非常時においても確実に設備が稼働するよう、設置場所等についても考慮する

こと。 
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（２）現地調査 

① 現地調査を行う際には、太陽光発電設備（配管配線等含む）、及び蓄電池の設置にかかる課題

等を整理すること。 

② 現地調査及び施設管理者との協議により判明した「実際に設置できる太陽光発電設備の面積」

を設置面積とする。設置可能または不可とする範囲については、別紙３（各施設の屋上平面

図）を参照すること。 

③ 受変電設備（キュービクル）の内部調査をする場合は、原則、電気主任技術者立会いのもと行

うこと。以降、施工時においても同様とする。 

（３）各種関係手続 

① 事業の実施にあたり、各種法令の規定に基づく届出等手続きを要する場合には、遺漏なく、事

業者が所管官庁等に対し必要な手続きを行い、その費用を負担すること。なお、必要な手続き

とは、市または指定管理者が契約している外部委託承認変更手続や、保安規定変更手続等を含

むこととする。 

また、市がすでに契約している自家用電気工作物の保守管理委託について、当該設備導入に

より、追加の点検項目や試験、費用が必要となった場合、主任技術者との調整を行い、リー

ス期間中（導入設備の所有者である間）は、必要となる手続きや費用について負担する。 

② 太陽光発電設備設置に係る建築基準法の高さ制限や蓄電池設置に係る消防法の規制をはじめ、

技術基準の維持義務、基礎情報の届出、使用前自己確認などの保安規定の見直しに対応するよ

う、十分留意すること。 

③ 事業者は、施設を事業以外の用途に使用してはならない。 

④ 事業実施にあたり予想されるリスクと責任分担は、別紙４のとおりとする。 

なお、これに定めのないものについては協議により決定する。 

⑤ 設備を設置した施設について、市が別途、改修工事等を実施する際は、必要に応じて設備の一

時的な運転停止及び移設に応じること。 

（４）設備仕様 

① 設備に係る設計、材料、工事、維持管理にあたっては、電気事業法、建築基準法、消防法等

の関係法令を遵守すること。 

② 太陽光発電設備の据付けは、建築基準法施行令第39条、JIS C8955:2017「太陽電池アレイ用支

持物の設計用荷重算出方法」及び電気設備の技術基準の解釈第46条に定めるところによる風圧

力及び自重、積雪及び地震その他の振動及び衝撃に対して耐える構造とすること。 

③ 「別紙２-２」に示す積載荷重を十分に考慮し、機器選定、及び設備設計をすること。 

④ 設備機器及び配管等の固定は、建築設備耐震設計・施工指針（最新版）により行うこと。蓄電

池については、設計用地震力の計算の際は「特定の施設」の水平震度を用いることとし、耐震

性能は耐震クラスＳを適用すること。 

⑤ 太陽光発電設備はJET認証を取得したものであること、または相当する品質及び安全基準に準

拠した製品であること。 

⑥ 太陽光パネルの調達にあたっては、電技解釈第16条第５項第２号に規定するJIS規格に該当す

るものを選定すること。 
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⑦ 蓄電池の満充電時の容量について、リース期間中は初期容量の60％以上を確保すること。 

⑧ 蓄電池システムはJIS規格または相当する規格に準拠したものを選定すること。蓄電池はJIS 

C8715-２（リチウムイオン電池の場合）または平成26年４月14日消防庁告示第10号「蓄電池設

備の基準 第二の二」（リチウムイオン電池以外の場合）に記載の規格に準ずるものであるこ

と。 

⑨ 平常時は、災害時に備えて必要な残量を確保した上で、放電すること。 

（５）現場管理等 

  ① 建築基準法、労働安全衛生法その他関係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要

綱（建築工事等編）」及び「建築工事安全施工技術指針」を踏まえ、常に工事の安全に留意

し、施工に伴う災害及び事故の防止に努めること。 

  ② 工事車両等による搬出入の際は、特に周辺住民及び施設利用者、児童・生徒の安全に留意する

こと。また、通常の施設運営に影響を及ぼすことのないよう、都度、施設管理者と調整を行

い、その意思を尊重すること。 

③ 施工及び作業に伴う騒音、振動、ばい煙、ほこり、汚損、日影、反射光、輻射熱等による周囲

への影響について配慮すること。関連法令を遵守し、公害防止に努めるとともに、周辺への影

響について調査し、影響が懸念される場合には対策を施すこと。 

④ 施工及び作業に起因する損害は、事業者負担により速やかに復旧すること。 

⑤ 事業者は、環境への負荷の低減に努めるとともに、施工に伴い発生した廃棄物の適正な処理を

行うこと。 

（６）施工及び作業等 

① 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等

に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定めること。 

ただし、これにより難い場合は、市、施設管理者と協議すること。 

② 事業者は、公共施設への設備導入に先立ち、詳細設計を行うこと。 

また、配置図、平面図、立面図、施工図及び施設の電気設備への接続部分の単線結線図（PDF

形式データ）、工程表を市に提出し、承諾を受けること。 

事業者は、市が、これら書類の確認・承諾を行う前に現場作業を行うことはできない。 

③ 設備設置にあたっては、施設に停電が発生しない方法を優先すること。 

  停電を伴う場合は、停電工事計画書（工事概要、作業・停電等のスケジュール、停電お知らせ

ビラ等）を作成し、市、施設管理者及び施設の電気主任技術者と協議のうえ、日程調整を行う

こと。 

また、学校等において停電が発生する場合は、必要に応じて給食用冷凍庫等の外部電源（発

電機等）を事業者の負担にて用意すること。 

④ 太陽光パネルの設置については架台を設けるなど、屋上面及び防水層の破損に繋がる工法を用

いないこと。また、その他機器についても、容易に触れることができないような場所を選定す

るまたはそれに類する措置を施すこと。 

⑤ 太陽光発電設備設置場所の出入り口付近に、設備管理者以外は機器に接近しないよう、安全標

識を設置すること。 
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⑥ 市が施工に係る書類を求めるときは、別途速やかに提出すること。 

⑦ 既設設備等の保守点検や施設の維持管理に支障を生じない計画とすること。 

また、施設の電気設備への接続方法については、接続先となるキュービクル等の更新時に支

障を生じない様に配慮すること。 

⑧ 工事中の安全対策、施設管理者及び近隣住民との調整等は事業者において十分に行うこと。 

⑨ 事業者は設備に漏電、地絡、短絡等の電気事故が発生した場合に施設に影響が及ぶことのない

よう、保護継電器等の装置を設けること。 

⑩ 事業実施中に施設に雨漏りが生じた場合、事業者は原因究明に協力すること。協議の上、当該

事象の原因が、設備設置に起因するものと判断された場合には、事業者がその責任を負い、事

業者負担により速やかに修復すること。 

⑪ 事業者は本事業により、第三者に損害を与えないようにすること。また、損害が発生した場合

に備え、損害保険に加入する等の具体的な対応方策を講ずるとともに、第三者に損害を与えた

場合は、事業者がその損害を賠償すること。 

⑫ 事業者は、太陽光発電設備や蓄電池の設置工事もしくは運用に伴い近隣住民より光害や騒音等

の苦情を受けた際には「太陽光発電の環境配慮ガイドライン（令和２年３月環境省）」等を参

考に誠実に対応すること。 

⑬ 本工事は、本市契約規則等に基づき、特記によるほか、補修改修工事においては 国土交通大

臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（電設備工事編）及び（機械設備工事

編）」（最新版）に準拠する。 

（７）その他の条件等 

① 現場の配線・配管工事を行う下請業者は、市内に本社を有し、かながわ電子入札共同システム

に登録されており、横須賀市発注工事で３年以内に受注実績がある業者が担うこと。ただし、

設備の設置工事についてはこの限りでない。 

② 設計業務、施工業務、工事管理業務、維持管理業務の各業務において、業務責任者を選任し、

市へ届け出ること。 

また、併せて各業務及び事業全体を総合的に把握し、連絡調整を適切に行う統括責任者を選

任し、市へ届け出ること。 

③ 事業者は市に設備の維持管理計画書を提出し、市の承諾した維持管理計画書に基づいて、設備

の必要な維持管理を行うこと。 

なお、その維持管理が計画どおりでなく、また不十分である時は、市が事業者に対して必要

な設備のメンテナンスを命じ、事業者の負担にて応じること。 

④ 設置工事に係る費用負担の増加による損失は、原則として、事業者のみが負担すること。ただ

し、対象施設の統廃合などにより、当該設備の移設工事等が発生した場合については、市が負

担することとし、市の協力要請に応じること。 

⑤ 事業者は、市及び市が別途選任する当該施設の電気主任技術者と責任分界点、保全の内容及び

費用負担等を協議することとし、設置する設備の保安に係る責任及び費用を負担すること。 

⑥ 事業の進行に合わせて、進捗状況の報告等について適宜、協議・打ち合わせを実施すること。

打ち合せをした場合、事業者は議事録を作成し相互に確認したものを市に提出すること。 
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⑦ 事業者は、国の補助事業を活用することができる。 

活用する場合には、申請内容等について市と協議するとともに、申請書等の提出にあたって

は、あらかじめ、市の承認を得ること。 

⑧ 国等の補助金を活用する場合は、当該補助事業の補助要件に該当する仕様とすること。 

なお、対象施設は避難所等に指定していることから、環境省の「地域レジリエンス・脱炭素

化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事

業」の活用を見込んでいる。 

⑨ 市が保有する資料について、事業者から本業務の遂行上必要となる資料の要求があった場合に

は、市の判断において貸与するものとする。 

また、貸与を受ける事業者は、貸与資料の目録を作成するとともに、市が指定した期限まで

に全貸与資料を返却すること。 

⑩ 工事完成時には、市の検査を受けること。 

⑪ 工事完成時には、以下の資料を施設ごとに２部作成し、市に引き渡すこと。 

なお、完成図面は、PDF形式データのほかにオリジナルCADデータも提出すること。ただし、

DWG、JWW、DXF形式に限る。 

・完成図面製本（二ツ折り製本Ａ４版） 

・完成図書書類（機器仕様図、取扱説明書） 

・施工記録（工事写真、工事監理記録、試験成績書及び各種許認可書の写し等） 

⑫ 事業者は業務上知り得た内容、情報等を、市の許可なく第三者に漏らしてはならない。 

⑬ その他、本仕様書に定める事項に疑義が生じたとき、又は定めのない事象が発生したときは、

市と事業者で協議して決定すること。 

 


